
株式会社 三建技術 

 

【宣言内容】                         認定日：令和５年４月１日 

 

 本社（事業所）は、従業員の仕事と子育ての両立を応援するために、次の取組を行うことを宣言します。 

 

 ■宣言内容 

（１） 育児休業中の従業員と定期的に情報交換を行い、職場復帰への不安を和らげます。 

（２） 子供を持つ従業員の学校行事や PTA 活動への積極的な参加を推奨します。 

（３） 子どもたちの社会見学を積極的に受け入れます。 

 

■実施している子育て支援 

（１） 有給休暇とは別に子の看護休暇（小学校就学前の子）を年間 5 日間取得することができます。 

   （時間単位の取得も可能） 

（２） 3 歳に満たない子を養育する従業員は育児時短勤務を申込みすることができます。 

 

【企業・団体等の概要】 

項   目 内      容 

所 在 地 〒698－0042 島根県益田市中吉田町 364 番地 2 

業   種 学術研究、専門・技術サービス業 

事業内容 建設コンサルタント業、測量業、補償コンサルタント業、土木施工管理 

従業員 
５６人    (うち女性    ９人) 

(非正規従業員  １人) 

ホームページ

URL 
https://sanken-g.co.jp 

 

https://sanken-g.co.jp/

